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(57)【要約】
【課題】パイプの圧入時に、シリンダの芯ズレを起こす
ことのない、ロータリー式圧縮機の組立方法を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】下段側のシリンダ２０Ｂをシリンダ保持治
具７１に位置決め固定した状態で、下段側のシリンダ２
０Ｂにパイプ１７Ｂを圧入することで、パイプ１７Ｂを
圧入するときの力を、そのまま下段側のシリンダ２０Ｂ
で受ける。
　その後、シリンダ保持治具７１による下段側のシリン
ダ２０Ｂの位置決め固定を解放し、ケース１１と上段側
のシリンダ２０Ａとを溶接して上段側のシリンダ２０Ａ
を固定するとともに、ケース１１をケース保持治具７３
で保持した状態で、上段側のシリンダ２０Ａにパイプ１
７Ａを圧入することで、パイプ１７Ａを圧入するときの
力を、そのまま上段側のシリンダ２０Ａで受けるように
した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に冷媒が供給される複数組のシリンダと、
　それぞれの前記シリンダ内で前記シリンダの中心に対して偏心して回転駆動される、前
記シリンダ内径よりも小さな外径を有したピストンロータと、がケース内に設けられたロ
ータリー式圧縮機の組立方法であって、
　前記ケース内に複数組の前記シリンダおよび前記ピストンロータを挿入配置する第一の
工程と、
　下段側の前記シリンダを第一の固定手段により位置決め固定した状態で、前記シリンダ
内に冷媒を供給するためのパイプを下段側の前記シリンダに圧入する第二の工程と、
　前記第一の固定手段による下段側の前記シリンダの位置決め固定を解放するとともに、
第二の固定手段により上段側の前記シリンダを固定する第三の工程と、
　上段側の前記シリンダに前記パイプを圧入する第四の工程と、
を備えることを特徴とするロータリー式圧縮機の組立方法。
【請求項２】
　前記第三の工程では、前記第二の固定手段として、前記ケースと上段側の前記シリンダ
とを溶接して上段側の前記シリンダを固定するとともに、前記ケースをケース保持治具に
より保持することを特徴とする請求項１に記載のロータリー式圧縮機の組立方法。
【請求項３】
　前記第三の工程では、前記第二の固定手段としての治具により上段側の前記シリンダを
位置決め固定することを特徴とする請求項１に記載のロータリー式圧縮機の組立方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍装置に用いられるロータリー式圧縮機の組立方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冷凍装置に用いられるロータリー式圧縮機は、密閉された容器内に、円筒状の内壁面を
有したシリンダと、シリンダの中心に対して偏心して設けられたピストンロータと、を備
える。
　そして、シリンダとピストンロータとの間に形成された圧縮室に、吸入ポートから冷媒
が供給され、ピストンロータの回転により圧縮室容積が減少して、冷媒を圧縮して吐出ポ
ートから吐出する。
【０００３】
　このような圧縮機において、シリンダおよびピストンロータを複数組備える、多気筒タ
イプのものがある。多気筒タイプの圧縮機は、容器内に、複数組のシリンダおよびピスト
ンロータを、容器の軸線方向に沿って並べて配置し、各組のピストンロータを、一本のシ
ャフトに固定して設けている。
【０００４】
　ところで、多気筒タイプの圧縮機を組み立てる際には、図６に示すように、軸方向に間
隔を隔てて複数のピストンロータ（図示無し）を備えたシャフト１と、各ピストンロータ
の外周側に対向した複数のシリンダ２と、複数のシリンダ２に対しシャフト１を回転自在
に指示する軸受け３、３とを予め一体化してユニット５としておき、このユニット５を、
容器６内にセットする。
　このとき、容器６は、ベース治具７上にセットされ、容器６内に位置するシリンダ保持
治具８に、前記のユニット５を保持させた状態とする。
　この状態で、容器６に形成された開口部６ａから、シリンダ２内に冷媒を送り込むため
のパイプ９の先端をシリンダ２に圧入し、しかる後、シリンダ２を容器６に溶接等により
一体に固定している（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
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【特許文献１】特開２００６－３７７５７号公報（図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記したような従来の手法によれば、パイプ９をシリンダ２に圧入する
際には、ユニット５は、下段側のシリンダ２Ｂが、ピン８ａ等によりシリンダ保持治具８
に位置決め固定されている。
　この状態で、上段側のシリンダ２Ａにパイプ９を圧入すると、圧入力を、シリンダ保持
治具８に固定された下段側のシリンダ２Ｂで受けることになる。ユニット５を構成する上
段側のシリンダ２Ａと下段側のシリンダ２Ｂとは、図示しないボルト等で一体に連結され
ている。上段側のシリンダ２Ａへのパイプ９の圧入力が、上段側のシリンダ２Ａと下段側
のシリンダ２Ｂとを連結するボルト等の締結力を上回った場合、上段側のシリンダ２Ａへ
のパイプ９の圧入力と、下段側のシリンダ２Ｂがピン８ａを介してシリンダ保持治具８か
ら受ける逆方向の力とにより、上段側のシリンダ２Ａと下段側のシリンダ２Ｂとが、シャ
フト１の軸方向に直交する方向に相対的にズレることがある。上段側のシリンダ２Ａと下
段側のシリンダ２Ｂとがズレると、上段側のシリンダ２Ａと下段側のシリンダ２Ｂのうち
、本来の位置から芯ズレしたものがピストンロータ（図示無し）と干渉し、動作時に異音
が発生したり、ピストンロータの回転がロックしてしまう等の不具合が生じる。
【０００７】
　特許文献１に記載の技術においては、下段側のシリンダ２Ｂに挿入されるパイプ９の外
径形状を、先端から一定距離をおいて小さくする工夫がなされているが、これは、パイプ
９の圧入荷重のバラツキを抑えるためであり、上記とは問題が異なる。
【０００８】
　本発明は、このような技術的課題に基づいてなされたもので、パイプの圧入時に、シリ
ンダの芯ズレを起こすことのない、ロータリー式圧縮機の組立方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる目的のもとになされた本発明は、内部に冷媒が供給される複数組のシリンダと、
それぞれのシリンダ内でシリンダの中心に対して偏心して回転駆動される、シリンダ内径
よりも小さな外径を有したピストンロータと、がケース内に設けられたロータリー式圧縮
機の組立方法であって、ケース内に複数組のシリンダおよびピストンロータを挿入配置す
る第一の工程と、下段側のシリンダを第一の固定手段により位置決め固定した状態で、シ
リンダ内に冷媒を供給するためのパイプを下段側のシリンダに圧入する第二の工程と、第
一の固定手段による下段側のシリンダの位置決め固定を解放するとともに、第二の固定手
段により上段側のシリンダを固定する第三の工程と、上段側のシリンダにパイプを圧入す
る第四の工程と、
を備えることを特徴とする。
　これにより、パイプを下段側のシリンダに圧入する第二の工程では、下段側のシリンダ
が第一の固定手段により位置決め固定されているので、上段側のシリンダと、下段側のシ
リンダとで相対的な芯ズレが生じるのを回避できる。また、上段側のシリンダにパイプを
圧入する第四の工程では、上段側のシリンダが第二の固定手段により固定されているため
、上段側のシリンダと、下段側のシリンダとで相対的な芯ズレが生じるのを回避できる。
【００１０】
　ここで、下段側のシリンダを位置決め固定する第一の固定手段としては、治具等を用い
ることができる。
【００１１】
　上段側のシリンダを固定する第二の固定手段としては、ケースと上段側のシリンダとを
溶接して上段側のシリンダを固定するとともに、ケースをケース保持治具により保持する
ことができる。これにより、上段側のシリンダは、ケースを介してケース保持治具によっ
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て固定される。
【００１２】
　また、上段側のシリンダを固定する第二の固定手段として、治具を用いることもできる
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、上段側のシリンダと、下段側のシリンダとで芯ズレが生じるのを回避
できる。これにより、シリンダとピストンロータが干渉して動作時に異音が発生したり、
ピストンロータの回転がロックしてしまう等の不具合が生じるのを確実に回避できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
〔第一の実施形態〕
　図１は、本実施の形態におけるロータリー式の圧縮機１０の構成を示す図である。
　この図１に示すように、圧縮機１０は、図１において上下方向に中心軸を有した円筒状
の密閉型のケース１１内に、ディスク状のシリンダ２０Ａ、２０Ｂが上下２段に設けられ
た、いわゆる２気筒タイプである。シリンダ２０Ａ、２０Ｂの中央部には、それぞれ、上
下方向に軸線を有した円筒状のシリンダ内壁面２０Ｓが形成されている。
【００１５】
　シリンダ２０Ａ、２０Ｂの内方には、シリンダ内壁面２０Ｓの内径よりも小さな外径を
有したピストンロータ２１Ａ、２１Ｂが配置されている。ピストンロータ２１Ａ、２１Ｂ
のそれぞれは、ケース１１の中心軸に沿ったシャフト２３の偏心部に挿入固定されている
。これにより、シリンダ２０Ａ、２０Ｂのシリンダ内壁面２０Ｓとピストンロータ２１Ａ
、２１Ｂの外周面との間には、それぞれ三日月状の断面を有した空間Ｒが形成されている
。
　ここで、上段側のピストンロータ２１Ａと、下段側のピストンロータ２１Ｂとは、その
位相が互いに異なるように設けられている。
　また、上下のシリンダ２０Ａ、２０Ｂの間には、ディスク状の仕切板２４が設けられて
いる。仕切板２４により、上段側のシリンダ２０Ａ内の空間Ｒと、下段側のシリンダ２０
Ｂの空間Ｒとが互いに連通せずに圧縮室Ｒ１と圧縮室Ｒ２とに仕切られている。
【００１６】
　図２に示すように、上下のシリンダ２０Ａ、２０Ｂには、圧縮室Ｒ１、Ｒ２を、それぞ
れ２つに区切るブレード２５が設けられている。ブレード２５は、シリンダ２０Ａ、２０
Ｂのそれぞれにおいて、シリンダ２０Ａ、２０Ｂの径方向に延在して形成された挿入溝２
６に、ピストンロータ２１Ａ、２１Ｂに対して接近・離間する方向に進退自在に保持され
ている。そして、ブレード２５は、その後端部２５ａが、コイルバネ２８によって押圧さ
れており、先端部２５ｂがピストンロータ２１Ａ、２１Ｂに常に押し付けられている。
【００１７】
　図１に示したように、シャフト２３は、上下のシリンダ２０Ａ、２０Ｂにボルト２９に
よって固定された上下の軸受け２９Ａ、２９Ｂにより、その軸線周りに回動自在に支持さ
れている。これにより、シャフト２３が回転すると、上下のピストンロータ２１Ａ、２１
Ｂがシリンダ２０Ａ、２０Ｂ内で、偏心転動する。このとき、ブレード２５は、コイルバ
ネ２８により押圧されているため、先端部２５ｂがピストンロータ２１Ａ、２１Ｂの動き
に追従して進退し、ピストンロータ２１Ａ、２１Ｂに常に押し付けられる。
【００１８】
　シャフト２３は、軸受け２９Ａから上方に突出して延びており、その突出部には、シャ
フト２３を回転させるためのモータ３６のモータ回転子３７が一体に設けられている。モ
ータ回転子３７の外周部に対向して、モータ固定子３８が、ケース１１の内周面に固定し
て設けられている。
【００１９】
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　ケース１１の側方には、シリンダ２０Ａ、２０Ｂの外周面に対向する位置に、開口部１
２Ａ、１２Ｂが形成されている。この開口部１２Ａ、１２Ｂには、筒状のスリーブ１３Ａ
、１３Ｂが挿入され、ロウ付けにより固定されている。スリーブ１３Ａ、１３Ｂの他端は
、ケース１１の外部に突出している。シリンダ２０Ａ、２０Ｂには、開口部１２Ａ、１２
Ｂに対向した位置に、シリンダ内壁面２０Ｓの所定位置まで連通する吸入ポート３０Ａ、
３０Ｂが形成されている。そして、吸入ポート３０Ａ、３０Ｂには、筒状のパイプ１７Ａ
、１７Ｂの先端部がスリーブ１３Ａ、１３Ｂを通して挿入されている。このパイプ１７Ａ
、１７Ｂの後端は、ケース１１の外部に突出したスリーブ１３Ａ、１３Ｂの他端とほぼ同
位置に位置している。
【００２０】
　ケース１１の外部に、圧縮機１０に供給するに先立ち冷媒を気液分離するためのアキュ
ムレータ１４が、ステー１５を介してケース１１に固定されている。
　アキュムレータ１４には、アキュムレータ１４内の冷媒を圧縮機１０に吸入させるため
の吸入管１６Ａ、１６Ｂが設けられている。吸入管１６Ａ、１６Ｂの先端部は、パイプ１
７Ａ、１７Ｂに挿入されている。そして、これら吸入管１６Ａ、１６Ｂの先端部、パイプ
１７Ａ、１７Ｂの後端部、スリーブ１３Ａ、１３Ｂの他端は、その全周がロウ付け固定さ
れている。
【００２１】
　このような圧縮機１０においては、アキュムレータ１４の吸入口１４ａからアキュムレ
ータ１４内に冷媒を取り込み、アキュムレータ１４内で冷媒を気液分離して、その気相を
吸入管１６Ａ、１６Ｂから、パイプ１７Ａ、１７Ｂ、シリンダ２０Ａ、２０Ｂの吸入ポー
ト３０Ａ、３０Ｂを介し、シリンダ２０Ａ，２０Ｂの内壁面２０Ｓの内部空間である圧縮
室Ｒ１、Ｒ２に供給する。
　そして、ピストンロータ２１Ａ、２１Ｂの偏心転動により、圧縮室Ｒ１、Ｒ２の容積が
徐々に減少して冷媒が圧縮される。シリンダ２０Ａ、２０Ｂの所定の位置には、冷媒を吐
出する吐出穴（図示無し）が形成されており、この吐出穴にはリード弁（図示無し）が備
えられている。これにより、圧縮された冷媒の圧力が高まると、リード弁を押し開き、冷
媒をシリンダ２０Ａ、２０Ｂの外部に吐出する。吐出された冷媒は、上下のマフラー室４
１を経て、ケース１１の上部に設けられた吐出口４２から外部の図示しない配管に排出さ
れる。
【００２２】
　次に、上記のような圧縮機１０の組み立て方法について説明する。
　図３（ａ）に示すように、ケース１１は、上下の密閉蓋を取り付けない状態とし、ベー
ス治具７０上にセットする。ここで、ベース治具７０には、ケース１１の内部に、下段側
のシリンダ２０Ｂを位置決め固定するためのシリンダ保持治具７１が一体に設けられてい
る。
　一方、ピストンロータ２１Ａ、２１Ｂが一体化されたシャフト２３と、シリンダ２０Ａ
、２０Ｂと、仕切板２４、軸受け２９Ａ、２９Ｂとを、事前に組み立ててユニット８０と
しておく。
　そして、ケース１１の内部に、ユニット８０をセットする。このとき、ユニット８０を
構成する下段側のシリンダ２０Ｂに形成された図示しないピン穴に、シリンダ保持治具７
１に設けられたピン７２を挿入し、これによって下段側のシリンダ２０Ｂ、すなわちユニ
ット８０をシリンダ保持治具７１に位置決め固定する。
【００２３】
　下段側のシリンダ２０Ｂにおいて、ケース１１に予めロウ付け固定されたスリーブ１３
Ｂを通して、パイプ１７Ｂをシリンダ２０Ｂの吸入ポート３０Ｂに圧入する。このとき、
下段側のシリンダ２０Ｂは、ピン７２によりシリンダ保持治具７１に位置決め固定されて
いるため、パイプ１７Ｂを圧入するときの力は、そのまま下段側のシリンダ２０Ｂで受け
ることができ、上段側のシリンダ２０Ａと、下段側のシリンダ２０Ｂとの間で相対的な芯
ズレは生じない。
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【００２４】
　次いで、ケース１１の外側から溶接位置Ｗ２においてスポット溶接を行い、ケース１１
と、上段側のシリンダ２０Ａとを溶接する。これにより、上段側のシリンダ２０Ａはケー
ス１１に固定された状態となる。
【００２５】
　この後、一体化されたケース１１および上段側のシリンダ２０Ａ（ユニット８０）とを
、シリンダ保持冶具７１から解放する。続いて、図３（ｂ）に示すように、ケース１１を
、ケース１１自体を位置決め固定するケース保持冶具７３に保持させる。
　この状態で、上段側のシリンダ２０Ａにおいて、ケース１１に予めロウ付け固定された
スリーブ１３Ａを通して、パイプ１７Ａをシリンダ２０Ａの吸入ポート３０Ａに圧入する
。このとき、上段側のシリンダ２０Ａは、既に溶接によりケース１１に固定されており、
ケース１１はケース保持治具７３に保持されているため、パイプ１７Ａを圧入するときの
力は、そのまま上段側のシリンダ２０Ａおよびケース１１で受けることができ、上段側の
シリンダ２０Ａと、下段側のシリンダ２０Ｂとの間で相対的な芯ズレが生じるのを回避で
きる。
【００２６】
　この後は、図１に示したように、モータ３６のモータ回転子３７、モータ固定子３８等
、ケース１１内に配置する他の部品を組み付け、ケース１１の上下に密閉蓋を取り付け、
アキュムレータ１４を装着することで、圧縮機１０が完成する。
【００２７】
　上述したような圧縮機１０によれば、下段側のシリンダ２０Ｂをシリンダ保持治具７１
に位置決め固定した状態で、下段側のシリンダ２０Ｂにパイプ１７Ｂを圧入することで、
パイプ１７Ｂを圧入するときの力を、そのまま下段側のシリンダ２０Ｂで受ける。
　その後、シリンダ保持治具７１による下段側のシリンダ２０Ｂの位置決め固定を解放し
、ケース１１と上段側のシリンダ２０Ａとを溶接して上段側のシリンダ２０Ａを固定する
とともに、ケース１１をケース保持治具７３で保持した状態で、上段側のシリンダ２０Ａ
にパイプ１７Ａを圧入することで、パイプ１７Ａを圧入するときの力を、そのまま上段側
のシリンダ２０Ａで受けるようにした。
　これにより、上段側のシリンダ２０Ａと、下段側のシリンダ２０Ｂとの間で相対的な芯
ズレが生じるのを回避でき、シリンダ２０Ａ、２０Ｂとピストンロータ２１Ａ、２１Ｂが
干渉して動作時に異音が発生したり、ピストンロータ２１Ａ、２１Ｂの回転がロックして
しまう等の不具合が生じるのを確実に回避できる。
【００２８】
〔第二の実施形態〕
　次に、本発明にかかる第二の実施形態における圧縮機１０の組み立て方法について説明
する。以下の説明においては、上記第一の実施形態と異なる構成について説明を行い、上
記第一の実施形態と共通する構成については、同符号を付してその説明を省略する。
　まず、下段側のシリンダ２０Ｂへのパイプ１７Ｂの圧入工程は、上記第一の実施形態と
同様に行う。
　すなわち、図４（ａ）に示すように、ケース１１は、上下の密閉蓋を取り付けない状態
とし、ベース治具７０上にセットする。ここで、ベース治具７０には、ケース１１の内部
に、下段側のシリンダ２０Ｂを位置決め固定するためのシリンダ保持治具７１が一体に設
けられている。
　一方、ピストンロータ２１Ａ、２１Ｂが一体化されたシャフト２３と、シリンダ２０Ａ
、２０Ｂと、仕切板２４、軸受け２９Ａ、２９Ｂとを、事前に組み立ててユニット８０と
しておく。
　そして、ケース１１の内部に、ユニット８０をセットする。このとき、ユニット８０を
構成する下段側のシリンダ２０Ｂに形成された図示しないピン穴に、シリンダ保持治具７
１に設けられたピン７２を挿入し、これによって下段側のシリンダ２０Ｂ、すなわちユニ
ット８０をシリンダ保持治具７１に位置決め固定する。
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【００２９】
　下段側のシリンダ２０Ｂにおいて、ケース１１に予めロウ付け固定されたスリーブ１３
Ｂを通して、パイプ１７Ｂをシリンダ２０Ｂの吸入ポート３０Ｂに圧入する。このとき、
下段側のシリンダ２０Ｂは、ピン７２によりシリンダ保持治具７１に位置決め固定されて
いるため、パイプ１７Ｂを圧入するときの力は、そのまま下段側のシリンダ２０Ｂで受け
ることができ、上段側のシリンダ２０Ａと、下段側のシリンダ２０Ｂとの間で相対的な芯
ズレは生じない。
【００３０】
　次いで、上段側のシリンダ２０Ａにパイプ１７Ａの圧入を、以下のようにして行う。
　すなわち、まずシリンダ保持治具７１による下段側のシリンダ２０Ｂの位置決め固定を
解放する。その後、図４（ｂ）に示すように、ケース１１およびユニット８０を、ベース
治具７０上にセットする。ここで、ベース治具７０には、ケース１１の内部に、上段側の
シリンダ２０Ａを位置決め固定するためのシリンダ保持治具７４が一体に設けられている
。シリンダ保持治具７４は、上方に延びる延出部７４ａを備え、延出部７４ａの上端部に
上方に突出するピン７５が形成されている。そして、上段側のシリンダ２０Ａの下面に形
成された図示しないピン穴に、シリンダ保持治具７４に設けられたピン７５を挿入し、こ
れによって上段側のシリンダ２０Ａ、すなわちユニット８０をシリンダ保持治具７４に位
置決め固定する。
　このように上段側のシリンダ２０Ａをシリンダ保持冶具７４で位置決め固定するため、
図５に示すように、下段側のシリンダ２０Ｂの外周部には、シリンダ保持治具７４の延出
部７４ａとの干渉を防ぐため内周側に凹となる逃げ７６が形成されている。なお、下段側
のシリンダ２０Ｂと干渉することなく上段側のシリンダ２０Ａを位置決め固定できるので
あれば、シリンダ保持治具７４の延出部７４ａおよび逃げ７６の配置や形状については何
ら限定する意図はない。
【００３１】
　この状態で、上段側のシリンダ２０Ａにおいて、ケース１１に予めロウ付け固定された
スリーブ１３Ａを通して、パイプ１７Ａをシリンダ２０Ａの吸入ポート３０Ａに圧入する
。このとき、上段側のシリンダ２０Ａは、ピン７５によりシリンダ保持治具７４に位置決
め固定されており、またシリンダ保持治具７１による下段側のシリンダ２０Ｂの位置決め
固定を解放しているため、パイプ１７Ａを圧入するときの力は、上段側のシリンダ２０Ａ
のみで受けることができ、上段側のシリンダ２０Ａと、下段側のシリンダ２０Ｂとの間で
相対的な芯ズレは生じない。
【００３２】
　この後は、ケース１１と、上段側のシリンダ２０Ａまたは下段側のシリンダ２０Ｂとを
溶接する。なお、ケース１１と下段側のシリンダ２０Ｂとを溶接する場合には、下段側の
シリンダ２０Ｂにパイプ１７Ｂを圧入した直後に溶接を行っても良いし、上段側のシリン
ダ２０Ａにパイプ１７Ａを圧入した後でも良い。さらに、図１に示したように、モータ３
６のモータ回転子３７、モータ固定子３８等、ケース１１内に配置する他の部品を組み付
け、ケース１１の上下に密閉蓋を取り付け、アキュムレータ１４を装着することで、圧縮
機１０が完成する。
【００３３】
　上述したような圧縮機１０によれば、下段側のシリンダ２０Ｂをシリンダ保持治具７１
に位置決め固定した状態で、下段側のシリンダ２０Ｂにパイプ１７Ｂを圧入することで、
パイプ１７Ｂを圧入するときの力を、そのまま下段側のシリンダ２０Ｂで受ける。
　その後、シリンダ保持治具７１による下段側のシリンダ２０Ｂの位置決め固定を解放し
、上段側のシリンダ２０Ａをシリンダ保持治具７４で位置決め固定した状態で、上段側の
シリンダ２０Ａにパイプ１７Ａを圧入することで、パイプ１７Ａを圧入するときの力を、
上段側のシリンダ２０Ａのみで受けるようにした。
　これにより、上段側のシリンダ２０Ａと、下段側のシリンダ２０Ｂとの間で相対的な芯
ズレが生じるのを回避でき、シリンダ２０Ａ、２０Ｂとピストンロータ２１Ａ、２１Ｂが
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しまう等の不具合が生じるのを確実に回避できる。
【００３４】
　なお、上記実施の形態において、圧縮機１０の構成について説明したが、本願発明の主
旨を逸脱しない範囲内であれば、各部の構成は適宜変更などを加えることが可能である。
　また、上記では、二組のシリンダ２０Ａ、２０Ｂとピストンロータ２１Ａ、２１Ｂとを
備える２気筒の圧縮機１０を例に挙げたが、３気筒以上の圧縮機にも本発明は適用できる
。
　これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選
択したり、他の構成に適宜変更することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本実施の形態におけるロータリー式圧縮機の構成を示す断面図である。
【図２】圧縮機のシリンダおよびピストンロータを示す図であり、圧縮機の軸線に直交し
た面における断面図である。
【図３】第一の実施形態における圧縮機の組み立て工程を示す図であり、（ａ）は下段側
のシリンダを位置決め固定してパイプを圧入する工程を示す図、（ｂ）は上段側のシリン
ダをケースに溶接して固定し、パイプを圧入する工程を示す図である。
【図４】第二の実施形態における圧縮機の組み立て工程を示す図であり、（ａ）は下段側
のシリンダを治具で位置決め固定してパイプを圧入する工程を示す図、（ｂ）はシリンダ
保持治具７１による下段側のシリンダ２０Ｂの位置決め固定を解放した後、上段側のシリ
ンダを治具で位置決め固定し、パイプを圧入する工程を示す図である。
【図５】図４（ｂ）の状態で、シリンダを平面視した状態を示す図である。
【図６】従来の圧縮機の組み立て工程を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０…圧縮機、１１…ケース、１４…アキュムレータ、１６Ａ、１６Ｂ…吸入管、１７
Ａ、１７Ｂ…パイプ、２０Ａ、２０Ｂ…シリンダ、７１、７４…シリンダ保持治具、７２
、７５…ピン、７３…ケース保持冶具、８０…ユニット
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